
お知らせ

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

子
育
て

文
化

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

子
育
て

文
化

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

農
業
大
学
校
生
募
集

募
集
課
程　
園
芸
課
程
、
畜
産
課
程

受
付
期
間　

①
推
薦
入
学
…
８
月
28
日

（
水
）～
９
月
11
日（
水
）　

②
一
般
入
学（
前
期
）…
10
月
16
日（
水
）～

10
月
30
日（
水
）　

③
一
般
入
学（
後
期
）…
令
和
2
年
１
月
６

日（
月
）～
１
月
15
日（
水
）

受
付
場
所　
岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン

タ
ー
農
業
大
学
校（
赤
磐
市
東
窪
田
）

試
験
日　
①
推
薦
入
学
…
９
月
28
日（
土
）

②
一
般
入
学（
前
期
）…
11
月
15
日（
金
）

③
一
般
入
学（
後
期
）…
令
和
２
年
１
月
29

日（
水
）

※
詳
し
く
は
県
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
６（
９
５
５
）０
５
５
０

県ホームページ

自
衛
官
候
補
生
・
一
般
曹
候

補
生
・
航
空
学
生
を
募
集

自
衛
官
候
補
生（
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の

人
）…
随
時
受
け
付
け

一
般
曹
候
補
生（
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の

人
）…
９
月
６
日（
金
）ま
で
受
け
付
け

航
空
学
生（
海
上
要
員
）（
18
歳
以
上
23
歳

未
満
の
高
校
卒
業
者（
見
込
み
含
む
））…

９
月
６
日（
金
）ま
で
受
け
付
け

航
空
学
生（
航
空
要
員
）（
18
歳
以
上
21
歳

未
満
の
高
校
卒
業
者（
見
込
み
含
む
））…

９
月
６
日（
金
）ま
で
受
け
付
け

※
部
門
ご
と
の
試
験
日
な
ど
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
高
梁
地

域
事
務
所
☎（
22
）２
３
１
４

く
ら
し
き
地
域
若
者
サ
ポ
ー

ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　
く
ら
し
き
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
は
、
若
者
支
援
団
体
や
関
係
機
関

と
協
力
し
な
が
ら
問
題
を
解
決
し
、
若
者

の
自
立
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

開
設
日
時　
月
～
金
曜
日 

午
前
９
時
～

午
後
６
時（
第
２・４
金
曜
日
は
午
後
８
時

ま
で
）／
土
曜
日（
月
１
回
）午
前
10
時
～

午
後
７
時

場
所　
く
ら
し
き
シ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
西
ビ
ル

５
階（
倉
敷
市
阿
知
）

高
梁
出
張
相
談
室

開
設
日
時　
毎
月
第
２
金
曜
日
午
前
10
時

～
正
午

場
所　
労
働
会
館

問
産
業
観
光
課
☎（
21
）０
２
２
９
／
く
ら

し
き
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

☎
０
８
６（
４
８
６
）５
１
２
６

働
き
方
改
革
・
雇
用
に
関
す

る
相
談
を
受
け
付
け
ま
す

　
岡
山
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン
タ
ー

（
厚
生
労
働
省
岡
山
労
働
局
委
託
事
業
）で

は
、「
36
協
定
」「
非
正
規
雇
用
者
の
待
遇

改
善
」
と
い
っ
た
雇
用
に
関
す
る
雇
用
主

か
ら
の
相
談
を
無
料
で
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
就
業
規
則
の
作
成
変
更
や
労
働
関
係

助
成
金
の
活
用
な
ど
の
ア
ド
バ
イ
ス
や
、

希
望
に
応
じ
て
専
門
家
が
直
接
企
業
に
訪

問
し
、
労
働
時
間
の
管
理
方
法
や
賃
金
制

度
の
見
直
し
な
ど
に
関
す
る
コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
グ
も
実
施
し
ま
す
。

　
電
話
、
フ
ァ
ク
ス
で
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

問
岡
山
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０
‐
９
４
７
‐
１
８
８

F
０
８
６（
２
０
６
）２
０
２
７

求
職
者
支
援
訓
練
受
講
者
募
集

募
集
科　
８
月
・
９
月
に
開
講
す
る
基
礎

コ
ー
ス
・
実
践
コ
ー
ス（
介
護
福
祉
、
医

療
事
務
、
事
務
分
野
な
ど
）

※
開
講
日
、
訓
練
期
間（
２
～
６
カ
月
）は

各
コ
ー
ス
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

受
講
料　
無
料（
テ
キ
ス
ト
代
な
ど
別
途
）

※
一
定
の
要
件（
収
入
・
資
産
な
ど
）を
満

た
す
人
に
対
し
て
「
職
業
訓
練
受
講
給
付

金
」（
月
10
万
円
＋
交
通
費
）が
支
給
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
高
梁
☎（
22
）２
２
９
１

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て

　
令
和
元
年
度
国
民
健
康
保
険
税
率
は
下

の
表
①
の
と
お
り
で
す
。

税
額
の
計
算
は
世
帯
ご
と
で
す

　
国
民
健
康
保
険
税
の
税
額
は
、
世
帯
の

加
入
者
そ
れ
ぞ
れ
の「
所
得
割
」「
均
等
割
」

「
平
等
割
」
の
３
つ
の
合
計
で
世
帯
ご
と

に
計
算
し
、
世
帯
主
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

年
度
の
途
中
で
加
入
者
数
の
異
動
が
あ
っ

た
場
合
は
月
割
り
の
計
算
に
な
り
ま
す
。

所
得
割　
平
成
30
年
中
の
総
所
得
金
額
な

ど
か
ら
基
礎
控
除
額
（
33
万
円
）
を
引
い

た
額
に
税
率
を
乗
じ
て
算
出

均
等
割　
加
入
者
１
人
当
た
り
の
年
額
に

加
入
者
数
を
乗
じ
て
算
出

平
等
割　
１
世
帯
当
た
り
の
年
額

医
療
保
険
分
お
よ
び
後
期
高
齢
者
支
援
金

分　
0
歳
か
ら
74
歳
が
対
象

介
護
保
険
分　
40
歳
か
ら
64
歳
が
対
象

問
税
務
課
☎（
21
）０
２
１
４

８
月
は
高
齢
受
給
者
証
の
更
新
時
期
で
す

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
70
歳

以
上
75
歳
未
満
の
人
へ
新
し
い
「
国
民
健

康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」
を
7
月
下
旬
に

送
付
し
ま
す
。

　
高
齢
受
給
者
証
が
届
い
た
ら
記
載
事
項

表② 認定証の種類と内容 負担軽減の内容 対象となる人

限度額適用認定証 医療費の窓口払いが自己負担限度額まで 70歳未満の人、70～74歳
で現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの人

標準負担額減額認定証 食事代の標準負担額が減額される 70歳未満で住民税が非課
税世帯の人

限度額適用・
標準負担額減額認定証

医療費の窓口払いが自己負担限度額までと
なり、食事代の標準負担額が減額される

70歳以上75歳未満で低
所得者Ⅰ・Ⅱの人

を
確
認
し
、
８
月
か
ら
新
し
い
高
齢
受
給

者
証
を
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
と
と

も
に
医
療
機
関
の
窓
口
で
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
有
効
期
限
を
過
ぎ
た
高
齢

受
給
者
証
は
、
医
療
連
携
課
、
各
地
域

表① 令和元年度
国民健康保険税率

医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分
改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後

所得割率 9.5％
据え置き

3.1％

据え置き

2.2％

据え置き
均等割額 ２万8400円 9400円 １万500円
平等割額 ２万2900円 7500円 5300円

賦課限度額（年） 58万円 61万円 19万円 16万円

局
、
ま
た
は
各
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー
へ
返

却
し
て
く
だ
さ
い
。

問
医
療
連
携
課
☎（
21
）０
２
５
８

高齢受給者証

限度額適用・
標準負担額減額認定証

標準負担額減額認定証 限度額適用認定証

見
本

見
本

見
本

見
本

外
来
診
療
・
入
院
時
の
医
療
費
の
支
払

い
が
軽
減
さ
れ
ま
す

　
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」「
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」を
提
示
す
れ
ば
、

自
己
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。（
認
定
証
の
種
類
と
内
容
に
つ
い

て
は
上
の
表
②
を
参
照
）

　
現
在
お
持
ち
の
認
定
証
の
有
効
期
限

は
７
月
末
ま
で
で
す
の
で
、
引
き
続
き

認
定
証
が
必
要
な
人
は
更
新
の
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

申
請
場
所　

医
療
連
携
課
、
各
地
域

局
、
各
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー

申
請
に
必
要
な
も
の　
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
、
世
帯
主
の
印
鑑
、
対
象

者
と
世
帯
主
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か

る
も
の
、
本
人
確
認
書
類（
世
帯
主
以

外
が
申
請
す
る
場
合
）

問
医
療
連
携
課
☎（
21
）０
２
５
８

※所得状況によって自己負担額は変わります。

高梁市の市外局番は「0866」です 14Ｒ元 (2019) ７月15 Ｒ元 (2019) ７月


